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 予てから、 予てかち、 1 21

目的達成の為め緊急已むを得ない 目的達成の為あ緊急已むを得ない 2 10

得るところであつて、その間 得るところであつてその間 3 5

証拠説明により十分 証拠説明によう十分 5 8

ことができるのである。 ことができるのある。 5 8

 説明したとおり 説明したととおり 5 12

 


